
認知症高齢者などを支援する「市民後見人」を養成します。

主催 特定非営利活動法人　市民後見人の会

共催 社会福祉法人　品川区社会福祉協議会

後援 品川区

令和７年

２月１日（土）,２月８日（土）,２月１５日（土）

３月１日（土）,３月８日（土）、３月１５日（土）、３月２９日（土）

　９時２０分～１６時２０分

品川区中小企業センター　中講習室

東急大井町線下神明駅徒歩２分

　　品川区西品川１－２８－３ 03-3787-3041

事前予約制 ・申込順 ３,０００円
３０名 テキスト代含む

品川区在住・在勤の２０～７４歳以下（申込時点）の方

往復はがきにて、下記までお申込みください。

〒１４０－００１４ 品川区大井１－１５－１　品川成年後見センター分室３階

　　　　ＮＰＯ法人　市民後見人の会　市民後見人養成講座　担当宛

住所、氏名、年齢、電話番号　を忘れずにご記入ください。

申込期限：　令和７年１月２７日（月）必着

返信はがきにて受講票をお送りします。

不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

電話番号：　０３－６３０３－８２６５ 平日１０時～１６時

市民後見人の会　市民後見人養成講座担当　まで

市民後見人養成講座  受講生募集

日時

会場

定員 参加費

対象

申込方法

お問い合わせ



基礎研修 成年後見制度の基礎
対象者理解
成年後見関連の制度・法律

実務研修 相談援助技術
成年後見の実務
社会資源と地域の現状
市民後見人活動の実際

私たちは、地域住民が「ボランティア精神」を基本として

認知症高齢者等、後見を必要とする人たちのために

生活支援、身上保護、財産管理等の後見活動を行っています。

「個人の尊厳」と「自己決定」に対する社会の認識を高め、

後見業務を行うに必要な「市民後見人」の育成を推進し、

成年後見制度の普及発展と認知症高齢者等の福祉増進

を目指す団体で、東京都から認証されたＮＰＯ法人です。

市民後見人養成講座の様子です。

申込期限：令和７年１月２７日（月）必着 〒１４０－００１４ 　品川区大井１－１５－１

品川成年後見センター分室３階

申込期限：令和５年２月２７日（月）必着 　TEL/FAX  03-6303-8265

 　e-Mail   npokouken@gmail.com

 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　http://www.shiminkoukenninnokai.jp/

　法人設立日　平成２０年２月６日

　会員数　１０６名

　理事長　髙原　三平

　　特定非営利活動法人　市民後見人の会

主な講座内容

当会の理念


